
 

 
浄水場発生土の有償譲渡に関する要綱 

 
平成２９年４月１２日施行 

(29 水浄浄第 20 号) 

改定  平成 31 年 3 月 1 日 

(30 水浄浄第 483 号)  

改定 令和 2 年 3 月 31 日 

(31 水浄浄第 471 号)  

改定 令和 3 年 3 月 30 日 

(2 水浄浄第 475 号) 

改定 令和 4 年 3 月 17 日 

(3 水浄浄第 499 号) 

改定 令和 6 年 3 月 22 日 

(5 水浄浄第 448 号) 

改定 令和７年 3 月 13 日 

(６水浄浄第 553 号) 

改定 令和８年 3 月 27 日 

(７水浄浄第 464 号) 

 

 
（目 的） 
第１条 この要綱は、東京都水道局（以下「当局」という。）が、浄水場の浄水処理過

程において発生する浄水場発生土（以下「発生土」という。）の引取りを希望する事

業者（以下「引取希望者」という。）に対して発生土を有償譲渡するに当たり、必要

な事項を定める。 
 
（適用範囲） 
第２条 この要綱が対象とする発生土は、東村山浄水場、小作浄水場、金町浄水場、三

郷浄水場、朝霞浄水場及び三園浄水場（以下「各浄水場」という。）において発生す

るものとする。 
 

（作業及び負担の範囲） 
第３条 当局は、各浄水場の譲渡場所において引取希望者が用意する運搬車両への発

生土の積込み及び計量作業を行う。 
２ 前項以外の発生土の有償譲渡に係る運搬を含む作業は引取希望者が行い、その費



 

用は引取希望者が負担する。 
３ 引取希望者が用意する運搬車両は、最大積載量２トン以上とする。但し、浄水場に

事前に了承を得た場合はこの限りでない。 
 

（引取申込み） 
第４条 引取希望者は、希望する浄水場ごとに、発生土引取申込書（様式１）事前に提

出する。 
  なお、発生土引取申込書（様式１）において、複数年度にわたる引取予定期間を記

載することはできない。 
２ 発生土引取申込書（様式１）の予定数量は３トン以上とする。 
３ 第１項について、記載押印したものを掲示したメールまたは郵送にて提出する。 

jo-jo-mizuunyo@waterworks.metro.tokyo.jp 

 
（譲渡決定の通知） 
第５条 当局は、第４条により引取申込みを行った引取希望者に、浄水場の発生土の保

管状況、発生予定量、過去の取引実績等を勘案の上、譲渡予定期間、譲渡予定数量、

譲渡計画及び譲渡場所を決定し、当該引取希望者に発生土有償譲渡通知書（様式２）

及び有償譲渡計画書（様式２－２）により通知する。 
 
（譲渡期間） 

第６条 発生土の譲渡期間は、第５条による発生土有償譲渡通知書に記載の譲渡予定

期間とする。 
２ 前項に定める譲渡期間中に第５条による発生土有償譲渡通知書に記載の譲渡予定

数量に達した場合には、達した日をもって譲渡期間を終了する。 
３ 引取希望者が第１項に定める譲渡期間中に発生土譲渡の終了を希望する場合は、

発生土有償譲渡終了通知書（様式３）により当局に通知することで譲渡期間を終了

することができる。 
 

（譲渡場所及び日時） 
第７条 発生土の譲渡場所は、第５条により通知した有償譲渡計画書に記載の浄水場

の発生土置場とする。 
２ 当局が引取希望者に譲渡する日時については、各浄水場の指示に従うものとする。 

  なお、引取希望者が指定する日時での譲渡を希望する場合は、原則、譲渡を希望する

日の５開庁日前までに当局へ連絡するものとする。 
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（譲渡計画） 
第８条 引取希望者は、第５条により通知した有償譲渡計画書の記載に従って滞りな

く引き取るよう努める。 
２ 当局の事由により、有償譲渡計画書に記載された譲渡予定数量を減量する必要が

生じたときは、減量事由及び減量後の譲渡計画を発生土有償譲渡に関する変更通知

書（様式４）及び有償譲渡計画書（変更）（様式４－２）により速やかに引取希望者

へ通知することにより変更できるものとする。 
３ 前項による譲渡予定数量の減量に伴い引取希望者に生じる一切の損害に対して、

当局は責任を負わないものとする。 
４ 引取希望者が、やむを得ない理由で譲渡計画に沿って引取ることができず譲渡予

定量を減量する場合、当局は、引取希望者に対して減量事由及び減量希望量の提出を

求めることが出来る。  

 
（追加の引取申込み）  

 第９条 引取希望者は、第５条による有償譲渡決定の通知後に追加の引取りを希望す

る場合は、再度、発生土引取申込書（様式１）を提出する。 
２ 当局は、第５条に基づき、引取希望者に譲渡予定期間、譲渡予定数量、譲渡計画及

び譲渡場所を新たに通知する。 
 
（用途の確認） 
第１０条 当局は、「浄水発生土の有効利用における取引先等への用途確認について」

（平成２５年３月１３日付事務連絡厚生労働省健康局水道課）に基づき、適切な有

効利用のために、譲渡の前後において引取希望者に対して引取後の発生土の用途確

認を行う。 
２ 前項による用途確認に対して、引取希望者は誠実に対応する。 

 
（発生土の利用） 
第１１条 引取希望者は、発生土の利用に当たってはその性状を十分に把握した上で

利用するものとする。 
２ 引取希望者は、第４条により提出した発生土引取申込書に記載の利用目的に限り、

発生土を利用できる。 
 

（譲渡量の計量） 
第１２条 発生土の譲渡量の計量は、当局が各浄水場に設置しているトラックスケール

（台貫）によって計量作業を行うものとする。 
計量する際の重量は、譲渡時における発生土に含まれる水分等も含まれた重量とする。 



 

２ 譲渡量の確認は、引取希望者立会いのもと当局の定める計量伝票により行い、確認

後、当局と引取希望者は計量伝票を 1 通ずつ保管する。 
３ 各浄水場に設置しているトラックスケール（台貫）が故障等により、計量できない

場合は、譲渡を停止する。 
 

（有償譲渡代金） 
第１３条 有償譲渡代金の請求は、第６条に定める譲渡期間の終了後に、当該発生土有

償譲渡通知書に基づき、引取希望者に対して有償譲渡した発生土について以下のと

おり行う。 
２ １トン当たりの有償譲渡単価については、１０円に、消費税及び地方消費税相当 
額を加えた額とする。 

３ 発生土の有償譲渡を行った浄水場は、当該の発生土有償譲渡通知書に基づき、当該

浄水場から引取希望者に対して有償譲渡した実績譲渡量を集計（１トン未満切捨て）

する。 
４ 当該浄水場は、前項で集計した実績譲渡量に第２項の単価を乗じた額（１円未満切

捨て）を有償譲渡代金として、引取希望者に請求する。 
５ 引取希望者は、有償譲渡代金を当局の発行する納入通知書により、指定する日まで

に支払う。 
６ 第９条に基づき追加の引取申込みをした場合は、発生土有償譲渡通知書ごとに納

入通知書を発行する。 
 
（遅延損害金） 
第１４条 引取希望者は、第１３条第５項に基づき当局が定める納入期限までに有償譲

渡代金を納入しなかったときは、その期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、請

求金額につき、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第

２９条第１項に規定する財務大臣が定める率（年当たりの割合は、うるう年の日を含

む期間についても、３６５日当たりの割合とする。）で計算した遅延損害金（１００

円未満の端数があるとき、又は１００円未満であるときは、その端数額又はその全額

を切り捨てる。）を支払う。 
 
（譲渡の停止） 
第１５条 当局は、第１３条第５項に基づき当局が定める納入期限までに引取希望者が

有償譲渡代金を納入しなかったときは、その期限の翌日から納入の日まで発生土の

譲渡を行わない。 
 
 



 

（発生土に含まれる放射性物質の取扱い） 
第１６条 当局は、発生土に含まれる放射性物質分析を第三者に委託する。 
２ 当局は、前項の検査をもって発生土の安全を確認した上で、引取希望者へ譲渡する。 
３ 当局は、譲渡（積込み）後の発生土及び引取希望者が発生土を利用して製造した製

品等に含まれる放射性物質については、責任を負わない。 
 
（発生土に関する情報の提供） 
第１７条 当局は、発生土分析結果について規格を超えた値の項目が確認された場合

は、引取希望者へ情報提供を行う。これに対し、引取希望者は、当該浄水場発生土の

譲渡の計画変更について当局に協議することができる。 
２ 引取希望者は、当局から発生土の利用実績報告書、製品サンプルその他資料の提出

を求められた場合、速やかに当局へ提供する。 
３ 当局は、引取希望者から発生土分析結果報告書交付申請書（様式５）又は発生土交

付申請書（サンプル用）（様式６）が提出された場合には、分析結果報告書又はサン

プルを交付する。 
 
（法令等の遵守） 
第１８条 引取希望者は、発生土の運搬及び利用について、関係法令等を遵守するもの

とする。特に過積載については十分に留意し、交通法規を厳守のうえ、安全運行に

より運搬すること。 
 
（事故等の処理） 
第１９条 発生土運搬作業等に伴い発生した事故、その他発生土を利用することに起

因する全ての事柄については、引取希望者が自己の責任と負担において処理する。 
 
（発生土の返納） 
 第２０条 引取希望者は発生土を一度引き取った後に、発生土の性状等により返納を

申し出ることができる。 
その際は、協議を行ったうえで返納するものとし、運搬は、引取希望者の負担によ

り行い、有償譲渡代金については、返金しないこととする。 
 
（その他） 
第２１条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱の解釈に疑義を生じた場合につい

ては、当局と引取希望者で協議の上決定する。 
附則 
 この要綱は、令和８年３月２７日から施行する。 


